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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 12条及び第 54条

並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合す

る設計とするため，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」に基づき設計する溢水防護

に関する施設が，溢水に対して構造健全性を有することを確認するための強度計算方針について

説明するものである。 

強度計算は，Ⅴ-1-1-9-1「溢水等による損傷防止の基本方針」に示す適用規格を用いて実施す

る。 

各施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅴ-3-別添 3-2-2「水密扉の強度計算書（溢水）」，Ⅴ

-3-別添 3-2-3「水密扉付止水堰の強度計算書」，Ⅴ-3-別添 3-2-4「止水堰の強度計算書」，Ⅴ-3-

別添 3-2-5「床ドレンライン浸水防止治具の強度計算書（溢水）」，Ⅴ-3-別添 3-2-6「貫通部止水

処置の強度計算書（溢水）」に示す。 

 

 

2. 強度評価の基本方針  

強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す施設を対象として，「4. 荷重及び荷重の組合せ並び

に許容限界」で示す溢水による荷重と組み合わすべき他の荷重による組合せ荷重又は応力が許容

限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す評価方法により，「6. 適用規格」に示す適用規

格を用いて確認する。 

 

2.1 評価対象施設 

Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」にて設定している溢水防護に関する施設を

強度評価の対象施設とし，表 2－1に示す。 

表 2－1では，強度評価の対象施設が，津波又は溢水のどちらの事象を防護するための施設で

あるかを明確に示す。また，表 2－1に示す施設のうち，津波防護に係る浸水防止設備を兼ねる

ものは，溢水事象の静水圧（屋外タンク破損による溢水及び地下水）に，津波事象の荷重とし

て余震荷重等を考慮し強度評価することから，津波事象における強度評価に包絡できるため，

これらの計算書は，Ⅴ-3-別添 3-1「津波への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」にて示

す。 
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表 2－1 強度計算の対象施設と防護する事象 

強度計算の対象施設 
事象 

津波 溢水 

水
密
扉 

タービン建屋地下 2階北西階段室 水密扉 ○ ○ 

タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 水密扉 1 ○ ○ 

タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 水密扉 2 ○ ○ 

タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 水密扉 3 ○ ○ 

建屋間連絡水密扉（タービン建屋地下 2階～配管トレンチ） ○ ○ 

原子炉補機冷却水系（C系）熱交換器・ポンプ室 水密扉 ○ ○ 

循環水配管，電解鉄イオン供給装置室 水密扉 1 ○ ○ 

循環水配管，電解鉄イオン供給装置室 水密扉 2 ○ ○ 

タービン建屋地下中 2階南西階段室 水密扉 ○ ○ 

タービン建屋地下中 2階北西階段室 水密扉 ○ ○ 

計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系空気圧縮機室 水密扉 ○ ○ 

循環水配管メンテナンス室 水密扉 1 ○ ○ 

循環水配管メンテナンス室 水密扉 2 ○ ○ 

原子炉補機冷却水系（B系）熱交換器・ポンプ室 水密扉 ○ ○ 

原子炉補機冷却水系（A系）熱交換器・ポンプ室 水密扉 2 ○ ○ 

上記以外の水密扉 － ○ 

水密扉付止水堰 － ○ 

溢水伝播防止堰 － ○ 

管理区域外伝播防止堰 － ○ 

床ドレンライン浸水防止治具（タービン建屋） ○ ○ 

床ドレンライン浸水防止治具（原子炉建屋，コントロール建屋，廃棄

物処理建屋） 
－ ○ 

貫通部止水処置（タービン建屋） ○ ○ 

貫通部止水処置（原子炉建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋） － ○ 

 

 

2.2 評価方針  

溢水防護に係る施設は，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能

及び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため，「2.1 評価対象施

設」で分類した施設ごとに，浸水防止に関する強度評価を実施する。 
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3. 構造強度設計 

「2.1 評価対象施設」で設定されている施設が，構造強度設計上の性能目標を達成するよう，

Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定してい

る各施設が有する機能を踏まえて，構造強度の設計方針を設定する。 

各施設の構造強度の設計方針を設定し，想定する荷重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷

重に対し，各施設の構造強度を維持するよう構造設計と評価方針を設定する。 

 

3.1 構造強度の設計方針 

Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定し

ている構造強度上の性能目標を達成するための設計方針を「2.1 評価対象施設」ごとに示す。  

 

(1) 水密扉  

水密扉は，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能及び性能目

標」の「3.1.3 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，発生を想定

する溢水による静水圧荷重に対して，主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。 

 

(2) 水密扉付止水堰  

水密扉付止水堰は，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能及

び性能目標」の「3.1.3 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，発

生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が

構造健全性を維持する設計とする。 

 

(3) 溢水伝播防止堰 

溢水伝播防止堰は，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能及

び性能目標」の「3.1.3 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，発

生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が

構造健全性を維持する設計とする。 

 

(4) 管理区域外伝播防止堰（放射性廃棄物の廃棄施設と一部兼用） 

管理区域外伝播防止堰は，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求

機能及び性能目標」の「3.1.3 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏ま

え，管理区域内で発生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，主要な構造部材が構造健

全性を維持する設計とする。 
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(5) 床ドレンライン浸水防止治具  

床ドレンライン浸水防止治具は，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 

要求機能及び性能目標」の「3.1.3 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を

踏まえ，発生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，止水性の維持を考慮して，主要な

構造部材が構造健全性を維持する設計とする。  

 

(6) 貫通部止水処置  

貫通部止水処置は，Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能及

び性能目標」の「3.1.3 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，発

生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，モルタル及び閉止板（鉄板，フラップゲート）

による施工は，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とす

る。 

また，ブーツ及びシール材による施工は，止水性の維持を考慮して，有意な漏えいを生じ

ない設計とする。 

 

3.2 機能維持の方針  

Ⅴ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」の「3. 要求機能及び性能目標」で設定し

ている構造強度設計上の性能目標が達成されるよう，「3.1 構造強度の設計方針」に示す構造

を踏まえ，「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重条件を適切に考慮して，各施設

の構造設計及びそれを踏まえた評価方法を設定する。  

 

(1) 水密扉  

a. 構造設計  

水密扉は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「4.1 荷重及び荷

重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

水密扉は，鋼製の板材を主体構造とし，周囲の開口部との間に設置した鋼製の扉枠を建

屋の床及び壁にアンカーボルトで固定し,支持する構造とする。 

また，作用する荷重については，面内及び面外方向から作用し，扉板，芯材，締付装置，

及び扉枠に伝わり，アンカーボルトを介して周囲の建屋の床及び壁に伝達する構造とする。  

水密扉の設置位置を表 3.2－1に示す。また，水密扉の構造計画を表 3.22 に示す。 

 

b. 評価方針 

水密扉は，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。  

水密扉は，発生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，水密扉の評価対象部位が，

おおむね弾性状態にとどまることを計算により確認する。 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（1／18） 

 

 

配置図 

1 タービン建屋地下 2階北西階段室 水密扉 

2 タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 水密扉 1 

3 タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 水密扉 2 

4 タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 水密扉 3 

5 建屋間連絡水密扉（タービン建屋地下 2階～配管トレンチ） 

6 原子炉補機冷却水系 熱交換器・ポンプ室 水密扉 

7 循環水配管，電解鉄イオン供給装置室 水密扉 1 

8 循環水配管，電解鉄イオン供給装置室 水密扉 2 

 

タービン建屋 T.M.S.L.－5100mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（2／18） 

 

 

配置図 

1 タービン建屋地下中 2 階南西階段室 水密扉 

2 タービン建屋地下中 2 階北西階段室 水密扉 

3 計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系空気圧縮機室 水密扉 

4 循環水配管メンテナンス室 水密扉 1 

5 循環水配管メンテナンス室 水密扉 2 

 

タービン建屋 T.M.S.L.－1100mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（3／18） 

 

 

 

配置図 

1 タービン建屋地下 1階南西階段室 水密扉 

2 タービン建屋地下 1階北階段室 水密扉 

3 タービン建屋地下 1階北西階段室 水密扉 

4 建屋間連絡水密扉（原子炉建屋地下 1 階～タービン建屋地下 1 階） 

5 原子炉補機冷却水系 熱交換器・ポンプ室 水密扉 

6 原子炉補機冷却海水系 ポンプ室 水密扉 1 

7 原子炉補機冷却海水系 ポンプ室 水密扉 2 

8 原子炉補機冷却水系 熱交換器・ポンプ室 水密扉 2 

 

タービン建屋 T.M.S.L.4900mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（4／18） 

 

配置図 

1 タービン建屋 1階北西階段室 水密扉 

2 非常用電気品室  水密扉 

3 
建屋間連絡水密扉 

（タービン建屋地上 1 階～廃棄物処理建屋地上 1階） 

4 
建屋間連絡水密扉 

（原子炉建屋地上 1階～タービン建屋地上 1階） 

 

タービン建屋 T.M.S.L.12300mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（5／18） 

 

 

配置図 

1 炉心流量（DIV-Ⅳ）計装ラック，感震器(D)室 水密扉 

2 水圧制御ユニット室，計装ラック室 水密扉 1 

3 水圧制御ユニット室，計装ラック室 水密扉 2 

4 炉心流量（DIV-Ⅰ）計装ラック，感震器(A)室 水密扉 

5 残留熱除去系 ポンプ・熱交換器室 水密扉 

6 原子炉隔離時冷却系ポンプ・タービン室 水密扉 

7 高圧炉心注水系(C)ポンプ室 水密扉 

8 残留熱除去系 ポンプ・熱交換器室 水密扉 

9 
炉心流量（DIV-Ⅲ）計装ラック，感震器(C)，制御棒駆動機構マス

ターコントロール室 水密扉 

10 
水圧制御ユニット室，計装ラック，制御棒駆動機構マスターコント

ロール室 水密扉 1 

11 
水圧制御ユニット室，計装ラック，制御棒駆動機構マスターコント

ロール室 水密扉 2 

12 炉心流量（DIV-Ⅱ）計装ラック，感震器(B)室 水密扉 

13 残留熱除去系 ポンプ・熱交換器室 水密扉 

14 高圧炉心注水系(B)ポンプ室 水密扉 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.－8200mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（6／18） 

 

 

配置図 

1 高圧代替注水系ポンプ室 水密扉 

2 残留熱除去系 ポンプハッチ室 水密扉 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.－1700mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（7／18） 

 

 

配置図 

1 多重伝送盤室 水密扉 

2 非常用電気品室 水密扉 

3 非常用電気品室 水密扉 

4 非常用電気品室 水密扉 

5   

 

原子炉建屋 T.M.S.L.4800mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（8／18） 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（9／18） 

 

 

配置図 

1 燃料プール冷却浄化系弁室 水密扉 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.18100mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（10／18） 

 

 

配置図 

1 原子炉建屋地上 4 階トレイ室 水密扉 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.31700mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（11／18） 

 

 

配置図 

1 
7 号機換気空調補機非常用冷却水ポンプ・冷凍機

(B)(D)室 水密扉 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.－2700mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（12／18） 

 

 

配置図 

1 7 号機計測制御電源盤区域(A)送風機室 水密扉 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.1000mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（13／18） 

 

 

配置図 

1 7 号機区分Ⅰ計測制御用電源盤室 水密扉 

2 7 号機計測制御電源盤区域(C)送・排風機室 水密扉 1 

3 
建屋間連絡水密扉 

（コントロール建屋地下 1 階～サービス建屋地下 1 階） 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.6500mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（14／18） 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（15／18） 

 

 

 

配置図 

1 
建屋間連絡水密扉（コントロール建屋地下 2 階～廃棄物処理建屋

地下 3階）1（6,7 号機共用） 

2 
建屋間連絡水密扉（コントロール建屋地下 2 階～廃棄物処理建屋

地下 3階）2（6,7 号機共用） 

 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.－6100mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（16／18） 

 

 

配置図 

1 
建屋間連絡水密扉（廃棄物処理建屋地下 2 階～配管トレンチ） 

（6,7 号機共用） 

 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.－1100mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（17／18） 

 

 

配置図 

1 原子炉補機冷却水系 熱交換器・ポンプ室 水密扉 1 

2 
建屋間連絡水密扉（コントロール建屋地下 1 階～廃棄物処理建屋

地下 1階）（6,7 号機共用） 

 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.6500mm 
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表 3.2－1 設置位置（水密扉）（18／18） 

 

 

配置図 

1 フィルタベントエリア 水密扉 

2 燃料移送ポンプエリア（A系)水密扉 

3 燃料移送ポンプエリア（B系)水密扉 

4 燃料移送ポンプエリア（C系)水密扉 

 

屋外 T.M.S.L.12300mm 

１ 

２ 

３ 

４ 
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表 3.2－2 構造計画（水密扉）（1／1） 

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

片開型の鋼製扉と

し,鋼製の扉板に

芯材を取付け,扉

に設置された締付

装置を鋼製の扉枠

に差し込み,扉と

扉枠を一体化させ

る構造とする。 

また,扉と躯体の

接続はヒンジを介

する構造とする。 

扉開放時において
は，ヒンジにより
扉が扉枠に固定さ
れ，扉閉止時にお
いては，締付装置
により扉と扉枠が
一体化する構造と
する。 

扉枠はアンカーボ
ルトにより躯体へ
固定する構造とす
る。 

 

 

 

 

 

 

アンカー 

ボルト 

ヒンジ 床面 

水密扉 

扉板 

扉枠 

芯材 

締付装置 

建屋 

(躯体) 

建屋 

(躯体) 

アンカーボルト 

扉板 

芯材 
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(2) 水密扉付止水堰  

a. 構造設計  

水密扉付止水堰は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「4.1 荷

重及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

水密扉付止水堰は，水密扉部と止水堰部で構成される。 

水密扉部は,鋼製の板材を主体構造とし，周囲の開口部との間に設置した鋼製の扉枠を

建屋の床及び壁にアンカーボルトで固定し,支持する構造とする。 

止水堰部の鋼製堰は，鋼製板，芯材及びアンカーボルトを主体構造とし，既設コンクリ

ートを基礎として，アンカーボルトで固定し支持する構造とする。 

水密扉部に作用する荷重については，面内及び面外方向から作用し，扉板，芯材，締付

装置，及び扉枠に伝わり，アンカーボルトを介して周囲の建屋の床及び壁に伝達する構造

とする。 

止水堰部に作用する荷重については，鋼製堰に作用し，アンカーボルトを介し，既設コ

ンクリートに伝達する構造とする。 

水密扉付止水堰の設置位置を表 3.2－3 に示す。また，水密扉付止水堰の構造計画を表

3.2－4 に示す。 

 

b. 評価方針 

水密扉付止水堰は，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。  

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，水密扉付止水堰の評価対象部位に作用

する応力が，おおむね弾性状態にとどまることを計算により確認する。 
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表 3.2－3 設置位置（水密扉付止水堰）（1／2） 

 

 

配置図 

1 原子炉建屋地上 4 階（R5R6-RFRG） 水密扉付止水堰 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.31700mm 
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表 3.2－3 設置位置（水密扉付止水堰）（2／2） 

 

 

配置図 

1 タービン建屋地上 1階（T4-TBTC） 水密扉付止水堰 

2 タービン建屋地上 1階（T7-TBTC） 水密扉付止水堰 

 

タービン建屋 T.M.S.L.12300mm 
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表 3.2－4 構造計画（水密扉付止水堰）（1／1） 

 

計画の概要 

主体構造 

水密扉部は,片開型の鋼製扉とし,鋼製の扉板に芯材を取り付け,扉に設置された

締付装置を鋼製の扉枠に差し込み,扉と扉枠を一体化させる構造とする。また,扉と

躯体の接続はヒンジを介する構造とする。 

止水堰部は,鋼製板,芯材(水平材,鉛直材)及びアンカーボルトにて構成する。 

支持構造 

水密扉部は,扉開放時においては,ヒンジにより扉が躯体に固定され,扉閉止時に

おいては,締付装置により扉が扉枠に固定される構造とする。また,扉枠を躯体に,ア

ンカーボルトにより固定する構造とする。 

 止水堰部は,鋼製板を芯材(水平材,鉛直材)及びアンカーボルトにて固定する。 

概略構造図 

 

Ａ 

Ａ 

扉板 

平 面

立 面

芯材（鉛直材） 

芯材（水平材） 

鋼製板 

アンカーボルト 

鋼製板 

芯材（鉛直材） 

扉板 

アンカーボルト 

扉枠 

水密扉部立面

ヒンジ 

締付装置 

扉板 

扉枠 

芯材 

扉板 

Ａ-Ａ断面
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(3) 溢水伝播防止堰 

a. 構造設計  

溢水伝播防止堰は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「4.1 荷

重及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。  

溢水伝播防止堰は，鋼製堰及び鉄筋コンクリート製堰に分類できる。  

溢水伝播防止堰のうち鋼製堰は，鋼製板，芯材及びアンカーボルト等を主体構造とし，

既設コンクリートを基礎として，アンカーボルトで固定し支持する構造とする。また，作

用する荷重については，鋼製堰に作用し，アンカーボルトを介し，既設コンクリートに伝

達する構造とする。 

溢水伝播防止堰のうち鉄筋コンクリート製堰は，鉄筋コンクリート，アンカー筋又はア

ンカーボルトを主体構造とし，既設コンクリートを基礎として，アンカー筋又はアンカー

ボルトで固定し，支持する構造とする。また，作用する荷重については，鉄筋コンクリー

ト製の堰に作用し，アンカー筋を介し，既設コンクリートに伝達する構造とする。 

溢水伝播防止堰の設置位置を表 3.2－5 に示す。また，溢水伝播防止堰の構造計画を表

3.2－6 に示す。 

 

b. 評価方針  

溢水伝播防止堰は，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。  

溢水伝播防止堰は，発生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，溢水伝播防止堰の

評価対象部位に作用する応力が，おおむね弾性状態にとどまることを計算により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 

K
7
 
①
Ⅴ

-
3
-別

添
3
-
2-
1
 
R0
 

表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（1／15） 

 

 

配置図 

1 原子炉建屋地下 2 階（R1R2-RDRE）通路 止水堰 

2 原子炉建屋地下 2 階（R2R3-RERF）通路 止水堰 

3 原子炉建屋地下 2 階（R3R4-RERF）通路 止水堰 

4 原子炉建屋地下 2 階（R4R5-RERF）通路 止水堰 

5 原子炉建屋地下 2 階（R5R6-RERF）通路 止水堰 

6 原子炉建屋地下 2 階（R6R7-RDRE）通路 止水堰 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.－1700mm 
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1 

2 

4 

5 

3 

表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（2／15） 

 

配置図 

1 
原子炉建屋地下 1 階（R1R2-RCRD）原子炉系（DIV-Ⅳ）計装ラック室  

止水堰 

2 
原子炉建屋地下 1 階（R1R2-RDRE）原子炉系（DIV-Ⅱ）計装ラック室  

止水堰 

3 原子炉建屋地下 1 階（R6R7-RBRC）残留熱除去系(A)配管室 止水堰 

4 
原子炉建屋地下 1 階（R6R7-RCRD）原子炉系（DIV-Ⅰ）計装ラック室  

止水堰 

5 
原子炉建屋地下 1 階（R6R7-RDRE）原子炉系（DIV-Ⅲ）計装ラック室  

止水堰 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.4800mm 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（3／15） 

 

配置図 

1 原子炉建屋地下中 1階（R5R6-RBRC）残留熱除去系(A)配管室 止水堰 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.8500mm 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（4／15） 

 

配置図 

1 原子炉建屋地上 1 階（R1R2-RARB）通路 止水堰 

2 
原子炉建屋地上 1 階（R1R2-RBRC）ほう酸水注入系ペネ，電気ペネ室  

止水堰 

3 原子炉建屋地上 1 階（R3R4-RFRG）電気ペネ室 止水堰 

4 
原子炉建屋地上 1 階（R4R5-RFRG）可燃性ガス濃度制御系再結合装置室 

止水堰 

5 原子炉建屋地上 1 階（R5R6-RARB）通路 止水堰 1 

6 原子炉建屋地上 1 階（R5R6-RARB）通路 止水堰 2 

7 
原子炉建屋地上 1 階（R5R6-RBRC）原子炉補機冷却水系・不活性ガス系・

電気ペネ室 止水堰 

8 原子炉建屋地上 1 階（R5R6-RFRG）通路 止水堰 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.12300mm 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（5／15） 

 

配置図 

1 原子炉建屋地上 2階（R2R3-RFRG）通路 止水堰 1 

2 原子炉建屋地上 2階（R2R3-RFRG）通路 止水堰 2 

3 
原子炉建屋地上 2階（R5R6-RARB）主蒸気系トンネル室，配管ペネ室  

止水堰 

4 原子炉建屋地上 2階（R5R6-RARB）通路 止水堰 

5 原子炉建屋地上 2階（R5R6-RCRD）電気ペネ室 止水堰 

6 原子炉建屋地上 2階（R6R7-RBRC）通路 止水堰 

7 原子炉建屋地上 2階（R6R7-RERF）通路 止水堰 

8 
原子炉建屋地上 2階（R2R3-RARB）燃料プール冷却浄化系熱交換器室  

止水堰 

9 原子炉建屋地上 2階（R5R6-RCRD）通路 止水堰 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.18100mm 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

1 

9 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（6／15） 

 

配置図 

1 原子炉建屋地上 3 階（R2R3-RBRC）非常用ガス処理系室 止水堰 

2 原子炉建屋地上 3 階（R2R3-RCRD）非常用ガス処理系室 止水堰 

3 原子炉建屋地上 3 階（R3R4-RARB）通路 止水堰 

4 原子炉建屋地上 3 階（R4R5-RARB）通路 止水堰 

5 
原子炉建屋地上 3 階（R5R6-RBRC）主蒸気隔離弁・逃がし安全弁ラッピン

グ室 止水堰 1 

6 
原子炉建屋地上 3 階（R5R6-RERF）主蒸気隔離弁・逃がし安全弁ラッピン

グ室 止水堰 

7 原子炉建屋地上 3 階（R2R3-RARB）通路 止水堰 

8 
原子炉建屋地上 3 階（R6R7-RERF）非常用ディーゼル発電機(C)補機室  

止水堰 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.23500mm 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（7／15） 

 

配置図 

1 
原子炉建屋地上中 3階（R6R7-RCRD）北側改良型制御棒駆動機構制御盤室 

止水堰 1 

2 
原子炉建屋地上中 3階（R6R7-RCRD）北側改良型制御棒駆動機構制御盤室 

止水堰 2 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.27200mm 

2 
1 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（8／15） 

 

配置図 

1 原子炉建屋地上 4階（R2R3-RARB）オペレーティングフロア 止水堰 

2 原子炉建屋地上 4階（R2R3-RDRE）オペレーティングフロア 止水堰 

3 原子炉建屋地上 4階（R2R3-RFRG）オペレーティングフロア 止水堰 

4 
原子炉建屋地上 4階（R6R7-RFRG）非常用ディーゼル発電機(C)区域 

排風機室，給気ルーバ室 止水堰 

5 原子炉建屋地上 4階（R6R7-RERF）通路 止水堰 1 

6 原子炉建屋地上 4階（R6R7-RERF）通路 止水堰 2 

7 原子炉建屋地上 4階（R6R7-RERF）通路 止水堰 3 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.31700mm 

1 

2 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（9／15） 

 

 

配置図 

1 
タービン建屋地下 1階（T7T8-TBTC）原子炉補機冷却系 熱交換

器・ポンプ室 止水堰 

2 
タービン建屋地下 1階（T7T8-TCTD）原子炉補機冷却系 熱交換

器・ポンプ室 止水堰 

 

タービン建屋 T.M.S.L.4900mm 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（10／15） 

 

配置図 

1 タービン建屋地上 1階（T2T3-TATB）レイダウンスペース 止水堰 

2 タービン建屋地上 1階（T3T4-TATB）レイダウンスペース 止水堰 

3 タービン建屋地上 1階（T3T4-TCTD）南階段室 止水堰 

4 タービン建屋地上 1階（T7T8-TATB）レイダウンスペース 止水堰 

5 タービン建屋地上 1階（T7T9-TATB）レイダウンスペース 止水堰 

6 タービン建屋地上 1階（T8T9-TATB）北階段室 止水堰 

7 
タービン建屋地上 1階（T2T3-TBTC）海水熱交換器区域給気エアフィルタ室 

止水堰 1 

8 
タービン建屋地上 1階（T2T3-TBTC）海水熱交換器区域給気エアフィルタ室 

止水堰 2 

9 
タービン建屋地上 1階（T2T3-TBTC）海水熱交換器区域冷却加熱コイル室 

止水堰 

10 タービン建屋地上 1階（T1T2-TCTD）南西階段室 止水堰 

11 タービン建屋地上 1階（T2T3-TCTD）南西階段室 止水堰 

 

タービン建屋 T.M.S.L.12300mm 

1 2 6 3 4 8 5 

11 

9 

7 

10 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（11／15） 

 

 

配置図 

1 タービン建屋地上 2階（T7T8-TDTE）北西階段室 止水堰 

2 タービン建屋地上 2階（T2T3-TCTD）南西階段室 止水堰 

 

タービン建屋 T.M.S.L.20400mm 

1 

2 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（12／15） 

 

 

配置図 

1 7 号機コントロール建屋地下 2階（C1C2-CCCD）常用電気品室 止水堰 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.－2700mm 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（13／15） 

 

配置図 

1 
7 号機コントロール建屋地下中 2階（C1C2-CACB）常用電気品区域 

送・排風機室 止水堰 1 

2 
7 号機コントロール建屋地下中 2階（C1C2-CBCC）常用電気品区域 

送・排風機室 止水堰 

3 
7 号機コントロール建屋地下中 2階（C2C3-CACB）計測制御電源盤区域

(A)送風機室 止水堰 

4 
7 号機コントロール建屋地下中 2階（C2C3-CBCC）計測制御電源盤区域

(A)送風機室 止水堰 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.1000mm 

 

1 

2 

3 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（14／15） 

 

 

配置図 

1 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C1C2-CACB）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 2 

2 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C1C2-CBCC）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 3  

3 7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CCCD）区分Ⅰ計測制御用電源盤室 止水堰 

4 7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CDCE）区分Ⅳ計測制御用電源盤室 止水堰 

5 7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CECF）区分Ⅱ計測制御用電源盤室 止水堰 

6 7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CFCG）区分Ⅲ計測制御用電源盤室 止水堰 

7 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C1C2-CBCC）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 1 

8 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CBCC）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 1 

9 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CBCC）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 2 

10 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CBCC）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 3 

11 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C2C3-CACB）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 

12 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C1C2-CACB）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 1 

13 
7 号機コントロール建屋地下 1階（C1C2-CBCC）計測制御電源盤区域(C) 

送・排風機室 止水堰 2 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.6500mm 
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表 3.2－5 設置位置（溢水伝播防止堰）（15／15） 

 

 

配置図 

1 
7 号機コントロール建屋地上 1階（C1C2-CBCC）計測制御電源盤区域(B)

送・排風機室 止水堰 2 

2 
7 号機コントロール建屋地上 1階（C1C2-CBCC）計測制御電源盤区域(B)

送・排風機室 止水堰 4 

3 7 号機コントロール建屋地上 1階脇トレンチ（C1-CACB）止水堰 

4 
7 号機コントロール建屋地上 1階（C1C2-CBCC）計測制御電源盤区域(B)

送・排風機室 止水堰 1 

5 
7 号機コントロール建屋地上 1階（C1C2-CACB）計測制御電源盤区域(B)

送・排風機室 止水堰 

6 
7 号機コントロール建屋地上 1階（C1C2-CBCC）計測制御電源盤区域(B)

送・排風機室 止水堰 3 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.12300mm 
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表 3.2－6 構造計画(溢水伝播防止堰）（1／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

鋼
製
堰
（
Ｌ
型
） 

 鋼製板又は H 型
鋼，アンカーボ
ルトにて構成す
る。 

鋼製板又はH型

鋼を床面にア

ンカーボルト

にて固定する。 

 

A 

A 

アンカーボルト 

平面図 

アンカーボルト 鋼製板 

立面図 

鋼製板 アンカーボルト 

A-A 断面図 
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既設コンクリート床面 

(既存躯体) 

表 3.2－6 構造計画(溢水伝播防止堰）(2／3） 

 

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
堰(

一
段) 

コンクリート,

主筋(横筋)及び

アンカー筋によ

り構成する。 

堰を既設コン

クリート床面

にアンカー筋

で固定する。 

 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
堰(

二
段
以
上) 

コンクリート,

主筋 (縦筋 ,横

筋)及びアンカ

ーボルトにより

構成する。 

堰を既設コン

クリート床面

にアンカーボ

ルトで固定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊：鉄筋のうち，既存躯体に埋め込まれた部分をアンカーボ    

ルト，堰に敷設した部分を縦筋と定義する。 

コンクリート 

堰 

横筋 
アンカー筋 

▽堰天端 

▽設置レベル 

堰 

横筋 ▽堰天端 

▽設置レベル 

コンクリート 

縦筋＊ 

アンカーボルト＊ 
既設コンクリート床面 

(既存躯体) 
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表 3.2－6 構造計画(溢水伝播防止堰）(3／3） 

 

 

 

 

構造図（鋼板組合せ堰） 

 

 

 

  

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

鋼
板
組
合
せ
堰 

止水板，梁材，柱

材，ベースプレ

ート及びアンカ

ーボルトにて構

成する。 

鋼材で補強し

た止水板を床

面及び必要に

応じ壁面にア

ンカーボルト

にて固定する。 

下の構造図参照  

止水板 
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(4) 管理区域外伝播防止堰  

a. 構造設計 

管理区域外伝播防止堰は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「4.1 

荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

管理区域外伝播防止堰は，鋼製堰及び鉄筋コンクリート製堰に分類できる。 

管理区域外伝播防止堰のうち鋼製堰は，鋼製板，芯材及びアンカーボルト等を主体構造

とし，既設コンクリートを基礎として，アンカーボルトで固定し支持する構造とする。ま

た，作用する荷重については，鋼製堰に作用し，アンカーボルトを介し，既設コンクリー

トに伝達する構造とする。 

管理区域外伝播防止堰のうち鉄筋コンクリート製堰は，鉄筋コンクリート，アンカー筋

又はアンカーボルトを主体構造とし，既設コンクリートを基礎として，アンカー筋又はア

ンカーボルトで固定し，支持する構造とする。また，作用する荷重については，鉄筋コン

クリート製の堰に作用し，アンカー筋を介し，既設コンクリートに伝達する構造とする。 

管理区域外伝播防止堰の設置位置を表 3.2－7 に示す。また，管理区域外伝播防止堰の構

造計画を表 3.2－8に示す。 

 

b. 評価方針  

管理区域外伝播防止堰は，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。  

管理区域外伝播防止堰は，発生を想定する溢水による静水圧荷重に対して，管理区域外

伝播防止堰の評価対象部位に作用する応力がおおむね弾性状態にとどまることを計算によ

り確認する。 
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表 3.2－7 設置位置(管理区域外伝播防止堰)（1／2） 

 

 

 

配置図 

1 タービン建屋地上１階（T1T2-TATB）大物搬出入口 止水堰 

2 タービン建屋地上１階（T8T9-TBTC）レイダウンスペース 止水堰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タービン建屋 T.M.S.L.12300mm 
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表 3.2－7 設置位置(管理区域外伝播防止堰)（2／2） 

 

 

配置図 

1  

 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.12300mm 
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表 3.2－8 構造計画(管理区域外伝播防止堰)（1／2） 

 

計画の概要 

鋼製堰 

主体構造 鋼製板,アンカーボルトにて構成する。 

支持構造 鋼製板をコンクリート躯体にアンカーボルトにて固定する。 

概略構造図 

 

 

アンカーボルト 

アンカーボルト 

アンカーボルト 

鋼製板 
鋼製板 

Ａ部詳細断面図 

B-B 断面図 

立面図 

Ａ部 

B 

B 
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表 3.2－8 構造計画(管理区域外伝播防止堰)（2／2） 

 

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
堰 

コンクリート,

主筋(横筋)及び

アンカー筋によ

り構成する。 

堰を既設コン

クリート床面

にアンカー筋

で固定する。 

 

コンクリート 

堰 

横筋 
アンカー筋 

▽堰天端 

▽設置レベル 

既設コンクリート床面 

(既存躯体) 
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(5) 床ドレンライン浸水防止治具  

a. 構造設計  

床ドレンライン浸水防止治具は，フロート式治具，スプリング式治具，閉止キャップ及

び閉止栓があり，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「4.1 荷重及

び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。  

フロート式治具は，弁本体，フロート及びフロートガイドを主体構造とし，荷重が作用

した場合でもフロート式治具が動かないように床面設置の床ドレン配管のねじ切り部に直

接ねじ込み固定する構造若しくは，台座と取付金具を接着剤で取付け，本体フランジに取

付金具をボルトにて固定し，支持する構造とする。また，作用する荷重は，フロート式治

具に作用し，ねじ込み又は接着剤で固定した部分を介して建物内の床面に伝達する構造と

する。 

スプリング式治具は，弁本体，弁体及び弁体を弁座に導くガイドを主体構造とし，荷重

が作用した場合でもスプリング式治具が動かないように床面設置の床ドレン配管のねじ切

り部に直接ねじ込み固定する構造若しくは，台座と取付金具を接着剤で取付け，本体フラ

ンジに取付金具をボルトにて固定し，支持する構造とする。また，作用する荷重は，スプ

リング式治具に作用し，ねじ込み又は接着剤で固定した部分を介して建物内の床面に伝達

する構造とする。 

閉止キャップは，閉止キャップを主体構造とし，荷重が作用した場合でも閉止キャップ

が動かないように床面設置の床ドレン配管にねじ込み固定し，支持する構造とする。また，

作用する荷重は，閉止キャップに作用し，ねじ込みで固定した部分を介して建物内の床面

に伝達する構造とする。 

閉止栓は，閉止栓を主体構造とし，荷重が作用した場合でも閉止栓が動かないように床

面設置の床ドレン配管にゴムの圧着により固定し，支持する構造とする。また，作用する

荷重は，閉止栓に作用し，ゴムの圧着で固定した部分を介して建物内の床面に伝達する構

造とする。 

床ドレンライン浸水防止治具の設置位置を表 3.2－9 に示す。また，構造計画を表 3.2－

10 に示す。 

 

b. 評価方針  

床ドレンライン浸水防止治具は，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。 

床ドレンライン浸水防止治具は発生を想定する溢水による静水圧に対して，床ドレンラ

イン浸水防止治具の評価対象部位に作用する応力がおおむね弾性状態にとどまることを確

認する。 
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表 3.2－9 設置位置(床ドレンライン浸水防止治具) 

 

 

設置位置図 

 

建屋名称 設置階 

原子炉建屋 

地下 3階 T.M.S.L.－8200mm 

地下 2階 T.M.S.L.－1700mm 

地下 1階 T.M.S.L.4800mm 

タービン建屋 

地下 2階 T.M.S.L.－5100mm 

地下中 2階 T.M.S.L.－1100mm 

地下 1階 T.M.S.L.4900mm 

地上 1階 T.M.S.L.12300mm 

コントロール建屋 

地下 2階 T.M.S.L.－2700mm 

地下中 2階 T.M.S.L.1000mm 

廃棄物処理建屋 地下 3階 T.M.S.L.－6100mm 

建屋外周エリア ― ― 
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表 3.2－10 構造計画(床ドレンライン浸水防止治具)（1/3） 

計画の概要 
概略構造図 

型式 主体構造 支持構造 

フ
ロ
ー
ト
式
治
具 

外
ね
じ
取
付
型 

弁座を含む弁本

体，弁体であるフ

ロート及びフロ

ートを弁座に導

くフロートガイ

ドで構成する。 

配管のねじ

切り部に直

接ねじ込み

固定とする。 

 

内
ね
じ
取
付
型 

 

フ
ラ
ン
ジ
取
付
型 

台座と取付

金具を接着

剤で固定し，

本体フラン

ジと取付金

具をボルト

で固定する。 

 

 

 

 

 

  

弁本体 

取付金具 

弁座 

フロート 

フロートガイド 

既設配管 

台座 

フロート 

弁座 

弁本体 

フロートガイド 

ねじ切り部 

既設配管 

弁座 

フロート 

弁本体 

フロートガイド 

ねじ切り部 

 既設配管 
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表 3.2－10 構造計画(床ドレンライン浸水防止治具)（2/3） 

 

 

型式 
計画の概要 

概略構造図 
主体構造 支持構造 

ス
プ
リ
ン
グ
式
治
具 

外
ね
じ
取
付
型 

弁座を含む弁本

体，弁体，弁体を弁

座に導くガイド，

ばねが内挿される

ばねガイドで構成

する。 

配管のねじ切り部

に直接ねじ込み固

定とする。 

 

内
ね
じ
取
付
型 

 

フ
ラ
ン
ジ
取
付
型 

台座と取付金具を

接着剤で固定し，本

体フランジと取付

金具をボルトで固

定する。 

 弁体  取付金具 
 弁座 

 弁本体 

台座 

既設配管 

ガイド 

ばねガイド 

ばね 

 弁体 弁座 

弁本体 

既設配管 ばねガイド 

ガイド 

ばね 

ねじ切り部 

ガイド  弁体 弁座 
弁本体 

ばねガイド 

ばね 

既設配管 

ねじ切り部 
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表 3.2－10 構造計画(床ドレンライン浸水防止治具)（3/3） 

 

型式 
計画の概要 

概略構造図 
主体構造 支持構造 

閉
止
キ
ャ
ッ
プ 

閉止キャップで

構成する。 
配管にねじ込

み固定する。 

 

閉
止
栓 

閉止栓で構成す

る。 
ゴムの圧着に

より固定する。 

 

閉止キャップ 

ねじ切り

既設配管

Oリング又はパッキン 

ゴムリング 

閉止栓 

ボルト 

既設配管 
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(6) 貫通部止水処置  

a. 構造設計  

貫通部止水処置は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び「4.1 荷

重及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。  

貫通部止水処置は，建屋内の壁又は床面の貫通口と貫通物の隙間をシール材，ブーツ，

閉止板（鉄板，フラップゲート）及びモルタルにより止水する構造とする。 

なお，シール材をケーブルトレイ貫通部の止水に用いる場合は，シール材が型崩れしな

いように金属ボックスをアンカーボルトで壁・床面に固定し，金属ボックスにシール材を

充填，もしくは塗布する。 

また，作用する荷重については，受圧面へ全面的に作用した場合に，止水処置部全体へ

伝達する構造とする。 

貫通部止水処置の設置位置を表 3.2－11 に示す。また，構造計画を表 3.2－12 に示す。

なお，貫通部止水処置の選定については，図 3－1に示す貫通部止水処置の選定フローによ

る。  

 

b. 評価方針  

貫通部止水処置は，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。  

シール材及びブーツによる止水処置については，発生を想定する溢水による静水圧荷重

に対し，有意な漏えいが生じないことを確認する。 

閉止板（鉄板，フラップゲート）及びモルタルによる止水処置については，発生を想定

する溢水による静水圧荷重に対し，おおむね弾性状態にとどまることを確認する。 

ケーブルトレイ金属ボックスによる止水処置については，発生を想定する溢水による静

水圧荷重に対し，おおむね弾性状態にとどまることを確認する。 
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表 3.2－11 設置位置（貫通部止水処置)（1／12） 

 

配置図 

 

タービン建屋 T.M.S.L.－1100mm 

タービン建屋 T.M.S.L.－5100mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（2／12） 

 

配置図 

 

 

タービン建屋 T.M.S.L.4900mm 

タービン建屋 T.M.S.L.12300mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（3／12） 

 

 

配置図 

 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.－8200mm 

原子炉建屋 T.M.S.L.－1700mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（4／12） 

 

配置図 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.4800mm 

原子炉建屋 T.M.S.L.8500mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（5／12） 

 

配置図 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.18100mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 

原子炉建屋 T.M.S.L.12300mm 



 

63 

K
7
 
①
Ⅴ
-
3
-別

添
3
-
2-
1
 
R0
 

表 3.2－11 設置位置貫通部止水処置)（6／12） 

 

配置図 

 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.23500mm 

原子炉建屋 T.M.S.L.27200mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 



 

64 

K
7
 
①
Ⅴ
-
3
-別

添
3
-
2-
1
 
R0
 

表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（7／12） 

 

配置図 

 

 

原子炉建屋 T.M.S.L.31700mm 

コントロール建屋 T.M.S.L.－2700mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（8／12） 

 

配置図 

 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.1000mm 

コントロール建屋 T.M.S.L.6500mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（9／12） 

 

配置図 

 

 

コントロール建屋 T.M.S.L.9050mm 

コントロール建屋 T.M.S.L.12300mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（10／12） 

 

配置図 

 

 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.－6100mm 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.－1100mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 



 

68 

K
7
 
①
Ⅴ
-
3
-別

添
3
-
2-
1
 
R0
 

表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（11／12） 

 

配置図 

 

 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.6500mm 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.12300mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－11 設置位置(貫通部止水処置)（12／12） 

 

配置図 

 

 

廃棄物処理建屋 T.M.S.L.20400mm 

    ：貫通部止水処置を実施する壁面 
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表 3.2－12 構造計画(貫通部止水処置)（1／3） 

 

 

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

充填タイプのシ

ール材にて構成

する。 

貫通部の開口部にシー

ル材を充填する。施工時

は液状であり，反応硬化

によって所定の強度を

有する構造物が形成さ

れ，貫通部内面及び貫通

物外面と一定の付着力

によって接合する。 

 

シール材が型崩れしな

いよう金属ボックスを

アンカーボルトで壁・床

面に固定し，金属ボック

スにシール材を充填，も

しくは塗布する。 

シール材は，施工時は液

状であり，反応硬化によ

って所定の強度を有す

る構造物が形成される。 

 

コーキングタイ

プのシール材に

て構成する。 

貫通部の開口部と貫通

部のすき間にコーキン

グする。施工時は液状で

あり，反応硬化によって

所定の強度を有する構

造物が形成され，鉄板及

び貫通物外面と一定の

付着力によって接合す

る。 

 



 

71 

K
7
 
①
Ⅴ

-
3
-別

添
3
-
2-
1
 
R0
 

表 3.2－12 貫通部止水処置の構造計画（2／3） 

 

 

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

モルタルにて構

成する。 

貫通部の開口部にモ

ルタルを充填し，硬

化後は貫通部内面及

び貫通物外面と一定

の付着力によって接

合する。 

 

ブーツと締付け

バンドにて構成

する。 

高温配管の熱膨張変

位及び地震時の変位

を吸収できるよう伸

縮性ゴムを用い，壁

面又は床面に溶接し

た取付用座と配管に

て締付けバンドにて

締結する。 
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表 3.2－12 貫通部止水処置の構造計画（3／3） 

 

 

 

  

計画の概要 
概略構造図 

主体構造 支持構造 

鉄板にて閉止す

る構成とする。 

貫通部の開口部に鉄

板を挿入し，溶接に

よって接合する。 

 

閉止栓を内包す

るフラップゲー

トにて構成す

る。 

空調ダクト（鉄筋コ

ンクリート）と空調

ダクト（鉄板）の間に

フラップゲートを設

置し、フラップゲー

トは空調ダクト（鉄

筋コンクリート）壁

面にアンカーボルト

で固定する。 
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図 3－1 貫通部止水処置の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

貫通部止水処置 

ブーツ 
（配管の熱膨張変位を吸収可能） 

シール材 
（ケーブル間の狭隘部まで止水が可能） 

シール材，モルタル若しくはブーツ又は閉止板 
（貫通部の隙間の大きさや施工性を考慮して選定する。） 

配管の変位量が 25ｍｍ以上か？ 
Yes 

No 

電線管内又はケーブルトレイ内の

止水処置か？ 

Yes 

No 
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4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界  

溢水防護に係る施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを以下の「4.1 荷重及び荷重

の組合せ」に，許容限界を「4.2 許容限界」に示す。 

 

4.1 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 荷重の種類 

a. 自重（Ｄ） 

常時作用する荷重は，自重とする。 

 

b. 溢水による静水圧荷重（Ｐｈ） 

発生を想定する溢水による静水圧荷重は，各施設の設置位置における溢水水位から算出

した施設の溢水水位を用いて設計用の静水圧荷重（動水圧は考慮しない）として算出する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

溢水防護に係る施設の強度評価では，発生を想定する溢水による静水圧荷重（Ｐｈ）を考

慮する。 

 

表 4－1 溢水防護に係る施設の荷重の組合せ 

評価対象施設 
自重 

（Ｄ） 

静水圧荷重 

（Ｐｈ） 

水密扉 － ○ 

水密扉付止水堰 － ○ 

溢水伝播防止堰 － ○ 

管理区域外伝播防止堰 － ○ 

床ドレンライン 

浸水防止治具 
〇 ○ 

貫通部止水処置 ○ ○ 
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a. 溢水による静水圧荷重（Ｐｈ） 

溢水による静水圧荷重（Ｐｈ）は，次式を用いて算出する。なお，荷重の算出に用いる 

密度（ρ）は，想定される溢水源から純水又は海水とする。 

溢水による動水圧荷重の説明図を図 4－1に，強度評価に用いる溢水の密度を表 4－2に

示す。 

 

Ｐｈ＝ρ・ｇ・ｈ・10-3 

 

図 4－1 溢水による静水圧荷重の説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 4－2 強度評価に用いる溢水の密度 

溢水の性状 溢水の密度(kg/m3) 

純水 1000 

海水 1030 
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4.2 許容限界  

許容限界は，溢水による静水圧荷重を考慮した施設ごとの構造強度設計上の性能目標及び機

能維持の評価方針を踏まえて，評価対象部位ごとに設定する。  

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた，施設ごとの

評価対象部位における許容限界を表 4－3に示す。  

各施設の許容限界の詳細は，各計算書で評価対象部位の機能損傷モードを踏まえ評価項目を

選定し，評価対象部位ごとに許容限界を設定する。  

 

4.2.1 施設ごとの評価対象部位における許容限界  

(1) 水密扉  

水密扉の許容限界は，構造強度設計上の性能目標及び機能維持の評価方針を踏まえ評価 

対象部位ごとに設定する。 

 

a. 扉板，芯材及び締付装置部 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，扉板，芯材及び締付装置部が，おおむね弾性状態にとどまることを計算によ

り確認する評価方針としていることを踏まえ，「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-

((社)日本建築学会,2005 改定)」を踏まえた短期許容応力度を許容限界として設定する。 

 

b. アンカーボルト  

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，アンカーボルトが，おおむね弾性状態にとどまることを計算により確認する

評価方針としていることを踏まえ，「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学

会，2010 改定）」に基づき算定し，許容限界として設定する。 

 

(2) 水密扉付止水堰 

a. 水密扉部 

(a) 扉板，芯材及び締付装置部 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計と

するために，扉板，芯材及び締付装置部の構造部材が，おおむね弾性状態にとどまる

ことを確認する評価方針としていることを踏まえ，「鋼構造設計規準-許容応力度設計

法-((社)日本建築学会,2005 改定)」を踏まえた短期許容応力度を許容限界として設定

する。 

 

(b) アンカーボルト 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計と

するために，アンカーボルトが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方 
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針としていることを踏まえ，「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，

2010 改定）」に基づき算定し，許容限界として設定する。 

 

b. 止水堰部 

(a) 鋼製板及び芯材 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計と

するために，鋼製板及び芯材の構造部材が，おおむね弾性状態にとどまることを確認

する評価方針としていることを踏まえ，「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日

本建築学会,2005 改定)」を踏まえた短期許容応力度を許容限界として設定する。 

 

(b) アンカーボルト 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計と

するために，アンカーボルトが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方

針としていることを踏まえ，「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，

2010 改定）」に基づき算定し，許容限界として設定する。 

 

(3) 溢水伝播防止堰 

溢水伝播防止堰の許容限界は，構造強度設計上の性能目標及び機能維持の評価方針を踏

まえ評価対象部位ごとに設定する。 

 

a. 鋼製板及び止水板 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，鋼製板及び止水板が，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針

としていることを踏まえ，「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学会,2005

改定)」を踏まえた短期許容応力度を許容限界として設定する。 

 

b. コンクリート，アンカー筋及び縦筋  

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，コンクリート，アンカー筋及び縦筋の構造部材が，おおむね弾性状態にとど

まることを確認する評価方針としていることを踏まえ，コンクリートについては「鉄筋

コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-」（（社）日本建築学会，1999 年

改定）を踏まえた短期許容応力度を許容限界とし，アンカー筋及び縦筋については「各

種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定）」に基づき算定し，許容

限界として設定する。  

 

c. 梁材，柱材及びベースプレート 
発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の構造健全性を維持する設計

とするために，梁材，柱材及びベースプレートが，おおむね弾性状態にとどまることを 
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計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，「鋼構造設計規準-許容応力度設

計法-」（（社）日本建築学会，2005 年改定）における短期許容応力度を許容限界として

設定する。 
 

d. アンカーボルト  

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，アンカーボルトが，おおむね弾性状態にとどまることを計算により確認する

評価方針としていることを踏まえ，「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学

会，2010 改定）」に基づき算定し，許容限界として設定する。 

 

(4) 管理区域外伝播防止堰  

管理区域外伝播防止堰の許容限界は，構造強度設計上の性能目標及び機能維持の評価方

針を踏まえ評価対象部位ごとに設定する。 

 

a. 鋼製板 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，鋼製板が，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としている

ことを踏まえ，許容限界は，「鋼構造設計規準-許容応力度設計法-((社)日本建築学

会,2005 改定)」を踏まえた，短期許容応力度を許容限界として設定する。 

 

b. コンクリート，アンカー筋及び縦筋  

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，コンクリート，アンカー筋及び縦筋の構造部材が，おおむね弾性状態にとど

まることを確認する評価方針としていることを踏まえ，コンクリートについては「鉄筋

コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-」（（社）日本建築学会，1999 年

改定）を踏まえた短期許容応力度を許容限界とし，アンカー筋及び縦筋については「各

種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定）」に基づき算定し，許容

限界として設定する。  

 

c. アンカーボルト  

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計とす

るために，アンカーボルトが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と

していることから，許容限界は，「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，

2010 改定）」に基づき算定し，許容限界として設定する。 

 

(5) 床ドレンライン浸水防止治具  

床ドレンライン浸水防止治具の許容限界は，構造強度設計上の性能目標及び機能維持の

評価方針を踏まえ評価対象部位ごとに設定する。 
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a. フロート式治具 

(a) 弁本体及びフロートガイド 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を維持する設計と

するために弁本体及びフロートガイドの構造部材が，おおむね弾性状態にとどまるこ

とを確認する評価方針としていることから，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（2005 年度版(2007 年追補版を含む)）＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1－

2005/2007」（日本機械学会）に準じた供用状態 Cの許容応力（許容応力状態ⅢＡＳ）を

許容限界として設定する。 

 

(b) フロート及び取付部 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を保持する設計と

するためにフロート及び取付部がおおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方

針としていることから，水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。 

 

b. スプリング式治具 

(a) 弁本体・ガイド，ばねガイド，弁体 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を保持する設計と

するために弁本体・ガイド，ばねガイド，弁体の構造部材が，おおむね弾性状態にと

どまることを確認する評価方針としていることから，許容限界は，「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格（2005 年度版(2007 年追補版を含む)）＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1－2005/2007」（日本機械学会）に準じた供用状態 Cの許容応力（許

容応力状態ⅢＡＳ）を許容限界として設定する。 

 

(b) 弁体，取付部 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，構造部材の健全性を保持する設計と

するために弁体及び取付部がおおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針と

していることから，水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。 

 

c. 閉止キャップ 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，有意な漏えいが生じないことを確認す

る評価方針としていることから，水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。 

 

d. 閉止栓 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，有意な漏えいが生じないことを確認す

る評価方針としていることから，水圧試験で確認した水圧を許容限界として設定する。 
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(6) 貫通部止水処置  

貫通部止水処置の許容限界は，構造強度設計上の性能目標及び機能維持の評価方針を踏

まえ評価対象部位ごとに設定する。 

 

a. シール材 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，貫通口と貫通物の隙間に施工するシー

ル材が，有意な漏えいが生じないことを確認する評価方針としていることから，水圧試

験で確認した水圧を許容限界として設定する。 

 

b. ブーツ 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，貫通口と貫通物の隙間に施工するブー

ツが，有意な漏えいが生じないことを確認する評価方針としていることから，水圧試験

で確認した水圧を許容限界として設定する。 

 

c. モルタル 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，貫通口と貫通物の隙間に施工するモル

タルが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることから，許

容限界は，「コンクリート標準示方書［構造性能照査編］」（（社）土木学会，2002 年制定）

に基づき算定し，許容付着荷重として設定する。 

 

d. 鉄板 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，貫通口または貫通口と貫通物の隙間に

施工する鉄板が，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていること

から，許容限界は，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年度版(2007 年追補

版を含む)）＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1－2005/2007」（日本機械学会）

に準じた供用状態 Cの許容応力（許容応力状態ⅢＡＳ）を許容限界として設定する。 

 

e. フラップゲート 

発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，空調ダクト開口部に施工するフラップ

ゲートが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針としていることから，

フラップゲートのアンカーボルトの許容限界は，「各種合成構造設計指針・同解説（（社）

日本建築学会，2010 改定）」に基づき算出し，許容限界として設定する。 

 

f. ケーブルトレイ金属ボックス 

      発生を想定する溢水による静水圧荷重に対し，貫通口と貫通物の隙間に施工する金属

ボックス及びアンカーボルトが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する評価方針

としていることを踏まえ，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007

年追補含む））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007（（社）日本機械学会）」に準じた供用状

態 Cの許容応力（許容応力状態ⅢＡＳ）を許容限界として設定する。 
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表 4－3 施設ごとの評価対象部位の許容限界（1／5） 

施設名 
荷重の 

組合せ 
評価対象部位 

機能損傷モード 

許容限界 応力等の

状態 
限界状態 

水密扉 Ｐｈ 

扉板，芯材 
曲げ， 

せん断 

部材が弾性

域にとどま

らず塑性域

に入る状態 

「鋼構造設計規準-許容応力度

設計法-」（（社）日本建築学会，

2005 年改定）を踏まえ，短期許

容応力度以下とする。 

締付装置部 

曲げ， 

せん断， 

引張り 

アンカーボルト 
引張り，

せん断 

「各種合成構造設計指針・同解

説（（社）日本建築学会，2010 改

定）」に基づき算定した，許容耐

力以下とする。 

水密扉付 

止水堰 
Ｐｈ 

＜水密扉部＞ 

扉板，芯材 

曲げ, 

せん断 

部材が弾性

域にとどま

らず塑性域

に入る状態 

「鋼構造設計規準-許容応力度

設計法-」（（社）日本建築学会，

2005 年改定）を踏まえ，短期許

容応力度以下とする。 
＜水密扉部＞ 

締付装置部 

曲げ, 

せん断， 

引張り 

＜止水堰部＞ 

鋼製板，芯材 

曲げ, 

せん断 

アンカーボルト 
引張り，

せん断 

「各種合成構造設計指針・同解

説（（社）日本建築学会，2010

改定）」に基づき算定した，許

容耐力以下とする。 
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表 4－3 施設ごとの評価対象部位の許容限界（2／5） 

 

 

施設名 
荷重の 

組合せ 
評価対象部位 

機能損傷モード 

許容限界 応力等の

状態 
限界状態 

溢水伝播

防止堰 
Ｐｈ 

鋼製板 

止水板 

梁材 

柱材 

ベースプレート 

曲げ， 

せん断 

部材が弾性

域にとどま

らず塑性域

に入る状態 

「鋼構造設計規準-許容応力度

設計法-」（（社）日本建築学会，

2005 年改定）を踏まえ短期許容

応力度以下とする。 

アンカーボルト 
引張り， 

せん断 

「各種合成構造設計指針・同解

設」（（社）日本建築学会，2010

年改定）を踏まえ短期許容荷重

以下とする。 

コンクリート 
圧縮， 

せん断 

「鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説-許容応力度設計

法-」（（社）日本建築学会，1999

年改定）を踏まえ短期許容応力

度以下とする。 

アンカー筋， 

縦筋 

引張り， 

せん断 

「各種合成構造設計指針・同解

設」（（社）日本建築学会，2010

年改定）を踏まえ短期許容荷重

以下とする。 
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表 4－3 施設ごとの評価対象部位の許容限界(3／5) 

施設名称 
荷重の 

組合せ 
評価対象部位 

機能損傷モード 

許容限界 応力等

の状態 
限界状態 

管理区域

外伝播防

止堰 

Ｐｈ 

鋼製板 
圧縮, 

せん断 

部材が弾性

域にとどま

らず塑性域

に入る状態 

「鋼構造設計規準-許容応力度設

計法-」（（社）日本建築学会，

2005 年改定）を踏まえ短期許容

応力度以下とする。 

アンカーボルト 
引張り, 

せん断 

「各種合成構造設計指針・同解

設」（（社）日本建築学会，2010

年改定）を踏まえ短期許容荷重以

下とする。 

コンクリート 
圧縮， 

せん断 

「鉄筋コンクリート構造計算規

準・同解説-許容応力度設計法-」

（（社）日本建築学会，1999 年改

定）を踏まえ短期許容応力度以下

とする。 

アンカー筋， 

縦筋 

引張り, 

せん断 

「各種合成構造設計指針・同解

設」（（社）日本建築学会，2010

年改定）を踏まえ短期許容荷重以

下とする。 
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表 4－3 施設ごとの評価対象部位の許容限界(4／5) 

 

 

 

設備名称 
荷重の 

組合せ 
評価対象部位 

機能損傷モード 

許容限界 応力等

の状態 
限界状態 

床
ド
レ
ン
ラ
イ
ン
浸
水
防
止
治
具 

フロート

式治具 
Ｄ＋Ｐｈ 

弁本体，フロー

トガイド 
圧縮 

部材が弾

性域にと

どまらず

塑性域に

入る状態 

「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格（2005 年度

版(2007 年追補版を含む)）

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ 

ＪＳＭＥ  Ｓ  ＮＣ 1－

2005/2007」（日本機械学

会）に準じた供用状態 Cの

許容応力（許容応力状態Ⅲ

ＡＳ）以下とする。 

フロート 圧縮 有意な漏

えいに至

る変形 

水圧試験で確認した水圧

以下とする。 
取付部 引張り 

スプリン

グ式治具 

 

Ｄ＋Ｐｈ 

弁本体，フロー

トガイド 
圧縮 部材が弾

性域にと

どまらず

塑性域に

入る状態 

「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格（2005 年度

版(2007 年追補版を含む)）

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ 

ＪＳＭＥ  Ｓ  ＮＣ 1－

2005/2007」（日本機械学

会）に準じた共用状態 Cの

許容応力（許容応力状態Ⅲ

ＡＳ）以下とする。 

ばねガイド 

弁体 
平板の

曲げ 

弁体及び 

取付部 

圧縮 

有意な漏

えいに至

る変形 

水圧試験で確認した水圧

以下とする。 閉止 

キャップ 
閉止キャップ 

閉止栓 閉止栓 
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表 4－3 施設ごとの評価対象部位の許容限界(5／5) 

 

設備 

名称 

荷重の 

組合せ 
評価対象部位 

機能損傷モード 

許容限界 応力等 

の状態 
限界状態 

貫
通
部
止
水
処
置 

Ｐｈ 

シール材 せん断 
有意な漏えいが

生じる状態 
水圧試験で確認した水圧以下とする。 

ブーツ せん断 
有意な漏えいが

生じる状態 
水圧試験で確認した水圧以下とする。 

モルタル 
せん断， 

圧縮 

部材が弾性域に

とどまらず塑性

域に入る状態 

「コンクリート標準示方書【構造性能照

査】（（社）土木学会，2002 年制定）」

に基づいて算出される許容付着荷重以

下とする。 

閉
止
板 

鉄
板 

引張り， 

せん断， 

曲げ 

「発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（2005 年度版(2007 年追補版を含む)）

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ1－2005/2007」（日本機械学会）に

準じた供用状態 Cの許容応力（許容応力

状態ⅢAＳ）以下とする。 

フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー
ト 

引張り， 

せん断 

・部材が弾性域

にとどまらず

塑性域に入る

状態 

・有意な漏えい

が生じる状態 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（2005年度版(2007年追補版を含む)）

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ1－2005/2007」（日本機械学会）に

準じた供用状態 Cの許容応力（許容応

力ⅢAＳ）以下とする。 

・水圧試験で確認した水圧以下とする。 

ケ
ー
ブ
ル
ト
レ
イ
金
属
ボ
ッ
ク
ス 

金
属
ボ
ッ
ク
ス 

曲げ 

部材が弾性域に

とどまらず塑性

域に入る状態 

「発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（2005 年度版(2007 年追補版を含む)）

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ1－2005/2007」（日本機械学会）に

準じた供用状態 Cの許容応力（許容応力

状態ⅢAＳ）以下とする。 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト 

引張り， 

せん断 
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4.2.2 許容限界設定方法 

(1) モルタルの許容限界式 

a. 記号の定義 

モルタルの許容限界式に用いる記号を，表 4－4に示す。 

 

表 4－4 モルタルの許容限界式に用いる記号 

 

b. 許容限界式 

「コンクリート標準示方書（構造性能照査編）」（（社）土木学会，2002 年改定）より，

貫通物がせん断荷重を受ける場合のモルタルの許容付着荷重を求める式を以下に示す。 
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5. 強度評価方法 

評価手法は，以下に示す解析法により，適用性に留意の上，規格及び基準類や既往の文献にお

いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。 

・定式化された評価式を用いた解析法 

 

5.1 水密扉 

(1) 評価方針 

水密扉の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。  

a. 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考慮

し，評価部位を設定する。  

b. 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価され

る最大荷重を設定する。 

c. 評価に用いる寸法については，公称値とする。 

 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表 5－1に示す。 

 

表 5－1 評価対象部位及び評価内容 

評価部位 評価内容 

扉板，芯材 曲げ，せん断 

締付装置部 曲げ，せん断，引張り 

アンカーボルト 引張り，せん断 

 

 

(3) 強度評価方法  

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-2「水密扉の強度計算書（溢水）」

に示す。 
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5.2 水密扉付止水堰 

(1) 評価方針 

水密扉止水堰の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。  

a. 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考慮

し，評価部位を設定する。  

b. 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価され

る最大荷重を設定する。  

c. 評価に用いる寸法については，公称値とする。 

 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表 5－2に示す。 

 

表 5－2 評価対象部位及び評価内容 

評価部位 評価内容 

水密扉部 

扉板，芯材 曲げ，せん断 

締付装置部 曲げ，せん断，引張り 

アンカーボルト 引張り，せん断 

止水堰部 

鋼製板，芯材 曲げ，せん断 

アンカーボルト 引張り，せん断 

 

(3) 強度評価方法  

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-3「水密扉付止水堰の強度計算

書」に示す。 
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5.3 溢水伝播防止堰 

(1) 評価方針 

溢水伝播防止堰の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

a. 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考慮

し，評価部位を設定する。  

b. 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価され

る最大荷重を設定する。  

c. 評価に用いる寸法については，公称値とする。 

 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表 5－3に示す。 

 

表 5－3 評価対象部位及び評価内容 

種 別 評価部位 評価内容 

鋼製堰 

鋼製板 

止水板 

梁材 

柱材 

ベースプレート 

曲げ，せん断 

アンカーボルト 引張り，せん断 

鉄筋コンクリート 

製堰 

コンクリート 圧縮，せん断 

アンカー筋，縦筋 引張り，せん断 

 

 

(3) 強度評価方法 

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-4「止水堰の強度計算書」に示

す。 
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5.4 管理区域外伝播防止堰 

(1) 評価方針  

管理区域外伝播防止堰の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

a. 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考慮

し，評価部位を設定する。  

b. 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価され

る最大荷重を設定する。  

c. 評価に用いる寸法については，公称値とする。 

 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表 5－4に示す。 

 

表 5－4 評価対象部位及び評価内容 

種 別 評価部位 評価内容 

鋼製堰 

鋼製板 曲げ，せん断 

アンカーボルト 引張り，せん断 

鉄筋コンクリート 

製堰 

コンクリート 圧縮，せん断  

アンカー筋，縦筋 引張り，せん断 

 

 

 

(3) 強度評価方法  

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-4「止水堰の強度計算書」に示

す。 
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5.5 床ドレンライン浸水防止治具 

(1) フロート式治具 

a. 評価方針  

フロート式治具の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。  

(a) 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考

慮し，評価部位を設定する。  

(b) 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価さ

れる最大荷重を設定する。  

(c) 評価に用いる寸法については，公称値とする。  

 

b. 評価部位  

評価部位及び評価内容を表 5.5－1に示す。 

 

 

 

表 5.5－1 評価部位及び評価内容 

評価部位 評価内容 

弁本体 
圧縮 

フロートガイド 

フロート 圧縮 

取付部 引張り 

 

 

c. 強度評価方法   

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-5「床ドレンライン浸水防止治具

の強度計算書（溢水）」に示す。 
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(2) スプリング式治具 

a. 評価方針  

スプリング式治具の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。  

(a) 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考

慮し，評価部位を設定する。  

(b) 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価さ

れる最大荷重を設定する。  

(c） 評価に用いる寸法については，公称値とする。  

 

b. 評価部位  

評価部位及び評価内容を表 5.5－2に示す。 

 

 

表 5.5－2 評価部位及び評価内容 

評価部位 評価内容 

弁本体・ガイド 
圧縮 

ばねガイド 

弁体 曲げ 

弁体，取付部 圧縮 

 

 

c. 強度評価方法   

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-5「床ドレンライン浸水防止治具

の強度計算書（溢水）」に示す。 
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(3) 閉止キャップ 

a. 評価方針  

閉止キャップの評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。  

(a) 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考

慮し，評価部位を設定する。  

(b) 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価さ

れる最大荷重を設定する。  

(c） 評価に用いる寸法については，公称値とする。  

 

b. 評価部位  

評価部位及び評価内容を表 5.5－3に示す。 

 

表 5.5－3 評価部位及び評価内容 

評価部位 評価内容 

閉止キャップ 圧縮 

 

c. 強度評価方法   

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-5「床ドレンライン浸水防止治具

の強度計算書（溢水）」に示す。 
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(4) 閉止栓 

a. 評価方針  

閉止栓の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。  

(a) 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考

慮し，評価部位を設定する。  

(b) 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価さ

れる最大荷重を設定する。  

(c) 評価に用いる寸法については，公称値とする。  

 

b. 評価部位  

評価部位及び評価内容を表 5.5－4に示す。 

 

表 5.5－4 評価部位及び評価内容 

評価部位  評価内容  

閉止栓 圧縮 

 

 

c. 強度評価方法   

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-5「床ドレンライン浸水防止治具

の強度計算書（溢水）」に示す。 
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5.6 貫通部止水処置 

(1) 評価方針  

貫通部止水処置の評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

a. 構造上の特徴，発生を想定する溢水による静水圧荷重の作用方向及び伝達過程を考慮

し，評価部位を設定する。 

b. 荷重及び荷重の組合せは，発生を想定する溢水による静水圧荷重を考慮し，評価され

る最大荷重を設定する。  

c. 評価に用いる寸法については，公称値とする。 

 

(2) 評価対象部位  

評価対象部位及び評価内容を表 5－6に示す。 

 

 

表 5－6 評価対象部位及び評価内容 

評価部位 評価内容 

シール材  せん断 

ブーツ  せん断 

モルタル 圧縮，せん断 

閉止板 
鉄板 引張り，せん断，曲げ 

フラップゲート 引張り，せん断 

ケーブルトレイ

金属ボックス 

金属ボックス 曲げ 

アンカーボルト 引張り，せん断 

 

 

(3) 強度評価方法  

強度計算の方法及び結果については，Ⅴ-3-別添 3-2-6「貫通部止水処置の強度計算書

（溢水）」に示す。 
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6. 適用規格  

適用する規格，基準等を以下に示す。  

 

・コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（(社)土木学会，2002 年制定）  

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-（(社)日本建築学会， 

1999 年改定）  

・鋼構造設計規準-許容応力度設計法-（(社)日本建築学会，2005 年改定）  

・各種合成構造設計指針・同解説（(社)日本建築学会，2010 年改定） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987 ((社)日本電気協会）  

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984

（(社)日本電気協会）  

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版（(社)日本電気協会）  

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む。))ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１－2005/2007 (日本機械学会) 

・建築基準法・同施行令  

・ＪＩＳ Ｇ ３１０１－2015 一般構造用圧延鋼材 

・ＪＩＳ Ｇ ４０５１－1979 機械構造用炭素鋼鋼材 

・ＪＩＳ Ｇ ４１０５－1979 クロムモリブデン鋼鋼材 

・ＪＩＳ Ｇ ４３０３－2012 ステンレス鋼棒 

・ＪＩＳ Ｇ ４３０４－2012 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

・ＪＩＳ Ｇ ４３１７－2013 熱間成形ステンレス鋼形鋼 

   

 

 

 

 

 

 

 




